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提出時期 番号 書類 注意事項

1 各様式共通 ・「氏名」の記載方法…「自署（または記名押印）」（※1）としてください。
 ※1：押印しない場合、申請者による自署（署名）が必要です。押印する場合は、代筆や印字(電子文字)でも可です。

2
交付申請書
（第1号様式）

（別紙記入例参照）

・「申請者住所、氏名」
 申請者の現在の住所と氏名を記載してください。全部事項証明書（建物）等に記載の所有者の住所・氏名と一致していない場合は、
 別途、現在の住所氏名と旧住所氏名の両方が確認できる書類（住⺠票、⼾籍附票等）を提出していただくことがあります。
 なお複数名（連名）での申請はできません。
・「建築物所在地」…住居表示を記載してください。（地番ではないのでご注意ください）
・「建築物名称」…例：⼾建住宅の場合「○○邸or○○宅」、共同住宅の場合「○○荘」,アパート名等
・「延べ面積」…現況の延べ面積を記載してください。（登記上の面積は現況面積と異なるケースが多いのでご注意ください）

3
耐震診断問診結果報告書

（別紙記入例参照）

・昭和45年以前に着工の場合に提出が必要です。別紙「誰でもできるわが家の耐震診断」を参照の上、申請者にて記入してください。
・昭和46〜56年5⽉に着工の場合は不要ですが、代わりに木造住宅一次診断結果報告書（表紙のみ,コピー可）の提出が必要です。
 詳細は別紙「老朽建築物除却助成事業・木造住宅耐震診断の手続きの流れ」参照

4 解体工事見積書

・見積書作成にあたっては、以下の点をご確認ください。
 ①費用の内訳が分かる ②有効期限が切れていない ③宛名が申請者の氏名である ④解体場所（住所または地番）の記載がある
 ⑤正しい計算値である ⑥数量,単価が小数となる場合は小数点以下まで正しく表記
・対象外の工事費が内訳に含まれている場合、その分は助成対象金額から除外されますのでご了承ください。

5 全部事項証明書
（土地・建物）

・申請日より前の3ヵ月以内に取得したものに限ります。
・法務局(出張所)で取得したものに限ります。WEB閲覧の登記情報提供サービスで取得した書類は受付できません。
・コピーでも可です。ただしコピーの場合は、宣誓書の提出が併せて必要です。
・建物が未登記の場合は、「家屋の固定資産税納税通知書・課税明細書」、または「名寄帳（固定資産税課税台帳）」を提出してください。

・建物の所有者が亡くなっている場合は、「亡くなった所有者の⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍謄本」が必要です。ただし、「遺産分割協議書」（公
正証書、または弁護⼠・司法書⼠等の相続手続きの専⾨家が作成に関与したことが確認できるもの【※】）があれば、⼾籍謄本の提出は省略できます。
相続人が複数いる場合、申請者以外の相続人の「建物所有者の同意書」を提出してください。
 【※例：専⾨家印がある、当該遺産分割協議書作成についての書類（契約書、請求書、領収書等）】

6 住⺠税納税証明書
又は非課税証明書

・４〜６⽉に申請の場合は前々年度分、７⽉以降に申請の場合は前年度分を提出してください。
・完納確認ができる「未納額￥0」等の記載が有るものが必要です。
 最新年度分の場合、住⺠税が納付途中であり完納していることを確認できないため、受付できません。
・コピーでも可です。ただしコピーの場合は、宣誓書の提出が併せて必要です。
 詳細は別紙「住⺠税納税証明書または住⺠税⾮課税証明書について」参照

7
土地所有者の承諾書
建物所有者の同意書
（別紙記入例参照）

・土地、建物の共有者がいる場合、または借地の場合に提出してください。

8 委任状
（別紙記入例参照）

・申請者以外の方が書類を提出する場合に提出してください。契約および支払行為については、申請者（委任者）名で行う必要があります。
・委任者の記名押印又は自署が必要です。受任者の押印は不要です。

「提出書類についての注意事項」江東区老朽建築物除却助成事業

申
請
時

裏面に続きます



提出時期 番号 書類 注意事項

9 変更申請書
（第4号様式）

・変更内容、変更理由を記入してください。
・申請書に押印している場合は、同じ印鑑を使用してください。

10 変更内容が分かる書類 ・工事金額の変更がある時は、変更後の契約書と内訳を提出してください。(契約前の場合は見積書)
・住所の変更がある時は、住⺠票を提出してください。

11 工事完了届
（第7号様式）

・申請後、区から交付決定通知を郵送する際に同封します。
・申請書に押印している場合は、同じ印鑑を使用してください。

12 契約書の写し

・契約書作成にあたっては、以下の点をご確認ください。
 ①収入印紙を貼付(※2) ②契約日が交付決定通知日以降 ③請負代金額に相違がない
 ④申請者と請負者の氏名,住所,押印（※2)がある ⑤複数名（連名）による契約は原則不可
・注文書,注文請書の場合はその両方を提出してください。
（※2:電子契約の場合はご相談ください）

13 契約の内訳書
・契約書に内訳が明記されている場合は不要です。
・金額等の内容に変更がなければ、見積書の内訳でも可です。

14 領収書の写し ・領収書の作成にあたっては、以下の点をご確認ください。
 ①収入印紙を貼付 ②宛名が申請者の氏名（連名は原則不可） ③解体工事代金として支払いをしたことがわかるもの

15 解体着工前の写真
解体後の写真

・3方向以上（解体着工前も解体後もなるべく同じ位置）から隣地建物や敷地が写るように全景を撮影してください。
・解体後の写真は、作業が全て完了し、残置物、重機、作業員等が写っていないものを提出してください。
（地盤面より上部の建物が全て撤去されたことが確認できるもの）
 詳細は別紙「写真の撮影について」参照

16 アンケート ・任意提出です。申請後、区から交付決定通知を郵送する際に同封します。

17 請求書兼口座振替依頼書
（第9号様式）

・完了届出後、区から助成金交付額確定通知を郵送する際に同封します。
・請求者は必ず申請者としてください（連名は不可）。振込先は、申請者本人名義の口座に限ります。
・申請書の押印の有無に関わらず、必ず押印(認印可)してください。
・申請書等に押印をしている場合は、同じ印鑑を使用してください。

18 通帳の写し ・氏名,金融機関名,支店名（支店コード）,預金種別,口座番号の掲載されているページのコピーを提出してください。
・窓口にて通帳を直接確認できる場合は、提出不要です。

助
成
金

受
取
時

変
更
時

完
了
時



解
体
着
工
前

解
体
後

写真の撮影について（イメージ図） 江東区・老朽建築物除却助成事業

① ② ③

・3方向以上（解体着工前も解体後もなるべく同じ位
置）から隣地建物や敷地が写るように全景を撮影してく
ださい。
・解体後の写真は、作業が全て完了し、残置物、重機、
作業員等が写っていないものを提出してください。（地
盤面より上部の建物が全て撤去されたことが確認できる
もの）

道
路

道路

①
②

③

（上から見た図）

① ② ③



診断士派遣通知書の受け取り・日程調整

耐震診断の実施（立会いが必要）

※診断から１か月程度かかります

「木造住宅耐震診断（木造一次診断）結果報告書」の受け取り

　

令和5年4月21日

昭和４６～５６年５月までに着工

安全性が低い（危険性が高い）
と判定された場合に申請が可能

木
造
住
宅
耐
震
診
断

老
朽
建
築
物
除
却
助
成

昭和４５年以前に着工

木造住宅耐震診断（木造一次診断）の申し込み
《１２月末日締め切り》

老朽建築物除却助成・木造住宅耐震診断の手続きの流れ ※各受付の締め切り日にご注意ください

事前相談

老朽建築物除却助成申請 《１月末日締め切り》

「交付決定通知」の受け取り

解体工事請負契約・解体工事

「完了届」の提出 《２月末日締め切り》

「助成金交付額確定通知」の受け取り

助成金の交付請求

助成金受け取り

書類の内容審査（２～３週間程度）

２
か
月
程
度

「交付決定通知」の受け取り前に契約はしないでください

解体工事の完了、工事代金支払い後

書類の内容審査（２～３週間程度）

（２～３週間程度）



 

 

                                    

令和６年度（202４年度）版                  

『 住 民 税 納 税 証 明 書 』 または 

『 住 民 税 非 課 税 証 明 書 』 に つ い て  
 

 

「老朽建築物除却助成制度」または「戸建て木造住宅二次診断助成制度」を受けよう 

とする場合、申請者が住民税を完納していることが条件となります。 

申請時に提出が必要な書類である「住民税納税証明書」または「非課税証明書」（発行

日から３か月以内のものに限る）について、下記を参考にしてください。 

なお、証明書は「証明する年度の１月１日現在の住所地」の区市町村（出張所でも可）

で発行できます。提出はコピーでも可です。 

 

令和６年４月 1 日から６月３０日までに助成の申請をする場合 

 

●令和４年度（令和３年分）住民税納税証明書をお取りください。 

※証明する「年度」、「未納額０円」であることをご確認ください。 

■住民税が非課税の方は、令和４年度（令和３年分）住民税非課税証明書をお取りくだ

さい。 

 

令和６年７月以降に助成の申請をする場合 

 

●令和５年度（令和４年分）住民税納税証明書をお取りください。 

※証明する「年度」、「未納額０円」であることをご確認ください。 

■住民税が非課税の方は、令和５年度（令和４年分）住民税非課税証明書をお取りくだ 

さい。 

 

ご注意ください！ 

・住民税課税証明書⇒ × （住民税の完納が確認できないため） 

・令和６年度住民税納税証明書⇒ ×  （これから住民税を納付、または納付済の場合でも、

すぐに証明書に反映されずに未納額が表記されるため） 

 

【お問い合わせ先】 

江東区 都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係 

電話：０３－３６４７－９７６４（直通） 

2024.04.01 





別記第１号様式（第６条関係） 

 

年  月  日  

 

 江東区長 殿 

 

申請者 （所 有者）             

住 所             

氏 名          印  

電 話             

 

江東区老朽建築物除却助成金交付申請書 

 

 江東区老朽建築物除却助成金交付要綱第６条の規定に基づき、江東区老朽建築物除却助

成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

建築物所在地 江東区                       （住居表示） 

建 築 物 名 称 
  

建 築 時 期 年  月  延べ面積 ｍ２  

建 築 物 用 途 専用住宅・併用住宅（     ）・共同住宅・長屋 

構 造 ・ 規 模 
 木造 ・ 木造及び鉄骨造による混構造 

 地下   階   地上   階 

備 考 

  
受付 第  号 

  

※ 建築物用途及び構造は、該当するものに○をしてください。 

※ 併用住宅の場合は、住宅以外の用途を（ ）内に記載してください。 

  （例：店舗、事務所） 

住所と氏名：
全部事項証明書（建物）等の
所有者氏名・住所と一致していない場合、
別途書類（住民票等）提出が必要

例）戸建住宅の場合、「○○邸or宅」
　　共同住宅の場合、「○○荘」、アパート名等

現況の延べ面積を記載
※登記面積≠現況面積の
　ケースが多いので注意

地番ではないので注意

氏名:
自署（または記名押印）
※本人が署名した場合は
　押印省略可

記入例



（第６条関係） 

年  月  日 

江東区長 殿 

申請者（所有者） 

住 所 

氏 名           印 

連絡先             

耐震診断問診結果報告書 

江東区老朽建築物除却助成要綱第６条の規定に基づき、除却する建築物の

耐震性の確認を実施したので、下記のとおり報告します。 

記 

問診 項 目 評点 

１ 建てたのはいつ頃ですか？  

２ いままでに大きな災害に見舞われたことはありますか？  

３ 増築について  

４ 傷み具合や補修・改修について  

５ 建物の平面はどのような形ですか？  

６ 大きな吹き抜けがありますか？  

７ １階と２階の壁面が一致しますか？  

８ 壁の配置はバランスがとれていますか？  

９ 屋根葺材と壁の多さは？  

１０ どのような基礎ですか？  

判定 問診１～１０の合計  

※「誰でもできるわが家の耐震診断」（日本建築防災協会）により問診すること。 

・昭和45年以前建築の場合に提出必要

・昭和46～56年建築の場合は提出不要
代わりに木造住宅一次診断結果報告書の提出必要

別添「誰でもできるわが家の耐震診断」
を見て記入（0点または1点）のこと

氏名:
自署（または記名押印）
※本人が署名した場合は
　押印省略可

記入例



老朽建築物等の除却に関する土地所有権者の承諾書 

  
  年  月  日 

江東区長 あて 
 
 

土地所有者（地主・申請者以外の共有者） 
  住所              
   
  氏名            印 
 
  連絡先 

 
               
私は、下記表示の土地にある建物を 申請者（代表者）        が 

 
除却をすることについて承諾しております。 
 
 

記 
 
１． 土地の所在地（住居表示） 
     所在地 
     地積                      平方メートル 
   （土地の一部を賃貸している場合、上記のうち     平方メートル） 

 
２． 申請者（代表者）から見た続柄 

ア 祖父母  イ 父母  ウ 子  エ 兄弟姉妹 
オ 配偶者  カ 配偶者の父母  キ その他 

土地面積（登記上）を記載
（建物の面積ではないので注意）

承諾を得た日付

土地が借地、共有者がいる場合に提出必要

申請者名

記入例

氏名:
自署（または記名押印）
※本人が署名した場合は押印省略可
※法人の場合、必ず記名押印



老朽建築物等の除却に関する建物所有権者の同意書 

  
  年  月  日 

江東区長 あて 
 
 

建物所有者（申請者以外の共有者） 
  住所              
   
  氏名            印 
 
  連絡先 

 
               
私は、下記表示の建物を 申請者（代表者）        が除却し、 

 
助成金を受領することについて同意しております。 
 
 

記 
 
１． 建物の所在地（住居表示） 
     所在地 
     延べ面積                    平方メートル 
    

 
２． 申請者（代表者）から見た続柄 

ア 祖父母  イ 父母  ウ 子  エ 兄弟姉妹 
オ 配偶者  カ 配偶者の父母  キ その他 

現況の延べ面積を記載
※登記面積≠現況(見積)面積の
　ケースが多いので注意

同意を得た日付
建物の共有者がいる場合に提出必要

記入例

氏名:
自署（または記名押印）
※本人が署名した場合は押印省略可
※法人の場合、必ず記名押印



（参考様式） 

委 任 状 
江東区長 殿 

令和  年  月  日  

 

            申請者（委任者）住所 

                        

                    氏名                     印 

                    電話    

 

私（委任者）は、次の建物に係る以下の事項に関する権限について、下記の者を 

代理人（受任者）と定め、委任します。 

 
（建物所在地） 

江東区                        （住居表示） 

 

（委任事項：老朽建築物除却助成） 

1.□ 江東区老朽建築物除却助成金交付要綱に基づく手続に関する一切の件 
 

2.□ 江東区老朽建築物除却助成金交付要綱に基づく申請の手続に関する次に掲げる件 
□ 同要綱第 6 条の申請書提出に関する件 
□ 同要綱第 9 条の内容変更申請書提出に関する件 
□ 同要綱第 11 条の完了届提出に関する件 
□ 同要綱第 12 条の助成金請求書兼口座振替依頼書提出に関する件 

 

（委任事項：耐震助成） 

3.□ 江東区民間建築物耐震改修等助成要綱に基づく手続き 
4.□ 江東区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱に基づく手続き 
 

     ※1.～4.□のうちいずれか１つにチェックを入れてください。チェックは１つのみ有効です。 

 

記 

代理人（受任者） 

【個人が受任する場合】            【法人が受任する場合】 

現住所                  所在地 

 

氏名                   法人名 

 

電話                    

                       代表者名 

 

                       電話 

担当者              

※個人欄、法人欄のいずれかに記載してください         連絡先              

 

 

申請者以外の方が手続きする場合に必要

委任した日付

氏名:
自署（または記名押印）
※本人が署名した場合は
　押印省略可

個人が受任する場合は左側欄に記載
法人が受任する場合は右側欄に記載
　※両方に記載しないこと

個人氏名

代表取締役名、支店長名等
肩書も記載

押印不要

押印不要

該当する項目にチェックを入れる
　老朽建築物除却助成は1または2
　木造住宅一次診断は3

記入例



（参考様式） 
令和  年  月  日 

江東区⻑ 殿 
 

               
申請者又は受任者（代理人）   

 
氏名                印 

 
 

宣誓書 
 

以下の提出書類について、原本と相違ないことを宣誓いたします。 
 

□全部事項証明書（土地・建物） 
 

□公図 
 

□納税証明書又は非課税証明書 
 

□住⺠票 
 

□⼾籍謄本又は⼾籍附票 

下記書類がコピーの場合に提出必要

該当する書類にチェック

氏名:
自署（または記名押印）
※本人が署名した場合は
　押印省略可

委任状がある場合は
受任者（代理人）でも可

記入例



別記第１号様式（第５条関係） 

年  月  日 

江 東 区 長あて 

申請者 

氏 名                 

申請者 （〒   －    ） 

住 所          丁目   番  号 

 

連絡先（     ）               

 

木造住宅耐震診断士派遣申請書 

 

江東区民間建築物耐震改修等助成要綱第５条第１項の規定に基づき、木造住宅耐震診断士の派遣を下

記のとおり申請します。なお、本申請による耐震診断にために必要な、区が保有する建築確認に関する

情報の利用に同意します。 

記 

所 在 地 

（住居表示） 
江東区       丁目    番    号 

建 築 時 期 昭和  年  月 
建築確認通知の 

年月日・番号 
昭和  年  月  日・第   号 

建 築 物 用 途 戸建て住宅 ・ 併用住宅 ・ 共同住宅 ・ 長屋 

面 積 

１階床面積 ２階床面積 合    計 

      ㎡       ㎡ ㎡（併用部分  ㎡） 

図 面 の 有 無 有   ・   無 受付 第   号 

備 考   

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

面積：おおよその数値でも可

記入例

建築年数が昭和46年～56年5月の場合、
申請、診断実施が必要

除却する建物の所有者の氏名

除却（診断）する建物の住居表示

建築確認の情報：
不明の場合、未記入でも可


